
採捕(力肛)証明(30号）

○

○

〔政Ⅱ(追4)28〕 政Ⅱ－27

内 容 本邦から出漁した本邦の船舶が外国で採捕し，又は加工した水産物で

あることを証明するもの。すべて本邦税関あて。

使用目的 これらの水産物を本邦に輸入するにあたり，本邦税関の免税又は減税

の扱いを得るため税関当局に提出するため。

条 件 (1)本邦から出漁した本邦の船舶によって，外国で採捕された水産物

(2)本邦から出漁した本邦の船舶内において， (1)の水産物に加工した製

品又はこれを原料とし製造して得た製品

(3)本邦から出漁した本邦の船舶内において，外国の船舶により採捕さ

れた水産物を加工し，又はこれを原料として製造して得た製品

(4) (1)～(3)の水産物又は製品を外国にいったん水揚げした場合及び他船

舶(日本船であると外国船であるとを問わない)に積み替えて運送する

場合も含む。

必要書類 (1)採捕又は加工した船舶が｢本邦の船舶｣で｢本邦から出漁した｣ことを

確認できる文書

(2)当該水産物の内容を確認できる文書

(3)当該水産物が外国で採捕又は加工された物であることを確認できる

文書。これら文書を具体的に列挙すれば次のとおり。

①航海日誌,②漁獲日誌又は操業日誌③採捕，加工，積み替え等

を確認できる文書

(4)外国企業に用船きれた船舶の場合,我が国水産庁長官の証明書(又は

その写）

形 式 日本文による証明

注意事項

8

(1)本邦税関に提出するのは，この証明書のほか，現地の官公署又は商

業会議所の発給する証明書でもよいので，場合によりこれら現地機関

から証明を取得するよう申請者を指導するとよい。

(2)万一，現地で購入した水産物が混入きれている疑いがあるときは，

この証明を取扱うことはできない。

(3)本邦の出漁船舶により公海で採捕され，外国にある漁業基地にいつ

たん陸揚げぎれた後，本邦に再輸入される場合の証明書は現地官公署

又は商業会議所発給の証明書による。



、

採捕（加工）証明

_L_概説

（1）証明の内容

本邦から出漁した本邦の船舶が外国で採捕し，又は加工した水産物であることを証

明するもの。本邦税関当局あてで， 日本文で発給する。

（注1） 「本邦から出漁した」の意義

当該船舶が本邦に本拠を置き，本邦から出漁したことをいう（関税定率

法基本通達14の3－1 （1） ） 。

（注2） 「本邦の船舶」の意義

原則として， 日本国籍を有する船舶をいうが，外国国籍の船舶であって

も本邦人（又は本邦法人）によって用船さ弧ている場合等，実質的に日本

国籍船と同様に使用されている場合を含む（同通達14の3－1 （2） ，

関税法基本通達2－6） 。

（注3） 「外国で採捕された水産物」の意義

外国の内水及び領海で捕獲された魚介類，海獣，海藻その他をいう（関

税定率法基本通達14の3－1 （3） ） 。

なお， 12海里を超える領海を主張する国の場合， 12海里を超えた水

域で採捕されたものは公海で採捕されたものとして取り扱われる。

（2）使用目的

これらの水産物を本邦に輸入するにあたり，本邦税関当局に対し，関税の免税又は

減税の扱いを得るため提出して使用する（関税定率法第14条の3） 。

（3）手数料

証明書1通毎に第30号の領事手数料を徴収。

（4） この証明書に代わる証明書

本邦税関当局に提出するのは， この証明書のほか，現地の官公署又は商業会議所

(ChamberofCommerce, BoardofTrade等）の発給する証明書でもよい（関税定率

法基本通達14の3－1）ので，できるだけ，現地の証明書を本邦税関に提出するよ

う指導する。

○

○

2.発給条件

証明の対象となる水産物は，次の水産物に限る．

①本邦から出漁した本邦の船舶によって，外国で採捕された水産物ざ

②本邦から出漁した本邦の船舶内において，①の水産物を加工した製品又はこれを原料

とし製造して得た製品。

③本邦から出漁した本邦の船舶内において，外国の船舶により採捕された水産物を加工

し，又はこれを原料とし製造して得た製品。
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（注1）①～③の水産物又は製品を外国に一旦水揚げした場合及び他船舶（日本船舶で

あると外国船舶であるとを問わない）に積み替えて運送する場合を含む。

（注2）万一，現地で購入した水産物が混入されている疑いがあるときは， この証明は

しない。

（注3）本邦の出漁船舶により公海で採捕され，外国にある漁業基地にいったん陸揚げ

された後，本邦に再輸入される場合の証明書は現地官公署又は商業会議所発給

の証明書による。

_生_典豊謹

（注）文書については，すべて原本の提出又は原本の提示及び写の提出を受ける（公館

にて写を作成してもよい） 。

（1）採捕又は加工〈製造）した船舶が「本邦の船舶」であり， 「本邦から出漁した」こ

とを確認できる文書

（2） 当該水産物の内容を確認できる文書

（3） 当該水産物が，本邦の船舶により外国で採捕され又は加工（製造）された物である

ことを確認できる文書，具体的には，

①航海日誌

②漁獲日誌又は操業日誌

③その他，採捕，加工，積み替え等を確認できる文書

④外国企業に用船された船舶の場合,更に我が国水産庁長官の証明書(又はその写）

（昭54． 12． 24蔵関第1401号）

（注） 日本国籍の船舶であって，実質的に邦人により操業を行っている場合でも，

外国の漁業専管水域内の安全操業を確保する等のために，外国企業に用船され

る場合があるが， このような場合に我が国水産庁長官の証明書をもって本邦の

船舶と認める。

○

○

_垂一企_魑填

（1）申請人に採捕〈加工）証明願及び必要書類を提出させる。

（注）形式の定めはない。

採捕証明の場合は関税定率法基本通達14の3－1 （5）イ（イ）に列記さ

れた事項，加工証明の場合は同口に列記された事項を申請人において記入の上，

これについて証明を求める旨及び申請年月日並びに申請人住所氏名を記載さ

せる。

． 採捕又は加工（製造）水域については，領海・公海の別が明らかになるよう

に， ．｢甲地沖合……海里（又は……哩）の漁場」等と記入させる。

船主又は船舶運行者が申請人であるとき，該当項目を削除するか， 「申請

人に同じ」と記載させてもよい。

（2）提示させた航海日誌等により申請者に記載された各項目を確認する。
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（注1）船舶の確認は不要、

（注2）外国にいづたん陸揚げしたものでも，輸出手続等の確認は不要。

（3）申請書下段に「上記のとおり証明します」旨の証明文，証明番号（証明書発給台帳

にて確認) ，証明年月日，公館名,公館長名を記入し,角型館長印を押す(朱肉使用）。

（4）完成した証明書の写をとる。

（5）証明手数料は1通毎に第30号の領事手数料を徴収する。領収書は取りまとめて1

枚を発給すればよい。

（6）証明書発給台帳に記入する。

（7）証明書及び根拠文書の各写は公館にて保存する。保存期間3年。

○

○

三
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（参考）関税法

（定義）

第2条この法律又はこの法律に基く命令において，左の各号に揚げる用語は，当該各号

に揚げる定義に従うものとする。

一「輸入」とは，外国から本邦に到着した貨物（外国の船舶により公海で採捕された

水産物を含む。 ）又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に（保税地域を経由するもの

については，保税地域を経て本邦に）引き取ることをいう。

二「輸出」とは，内国貨物を外国に向けて送り出すことをいう。

三「外国貨物」とは，輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物（外

国の船舶により公海で採捕された水産物を含む｡ ）で輸入が許可される前のものを

いう。

四「内国貨物」とは，本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公

海で採捕された水産物をいう。 （五号以下省略）

（参考）関税定率法

（外国で採捕された水産物等の減税又は免税）

第､14条の3 本邦から出漁した本邦の船舶によって外国で採捕された水産物及び本邦

から出漁した本邦の船舶において当該水産物に加工し，又はこれを原料とし製造して得

た製品で，輸入されるものについては，政令で定めるところにより，その関税を免除す

る。

2本邦から出漁した本邦の船舶内において，外国の船舶によって採捕された水産物に加工

し，又はこれを原料として製造して得た製品のうち政令で定めるもので輸入されるもの

については，政令で定めるところにより，その関税の額と当該水産物が加工又は製造前

の性質及び数量により輸入されるものとした場合における関税の額との差額以内におい

て，その関税を軽減することができる。

（参考） 関税定率法施行令

（外国で採捕された水産物等の免除の手続）

第16条の5 法第14条の3第1項（外国で採捕された水産物等の免税）の規定により

関税の免除を受けようとする者は，その免除を受けようとする物品の輸入申告の際に，

当該物品が本邦から出漁した本邦の船舶によって外国で採捕された水産物又は本邦から

出漁した本邦の船舶内において加工され若しくは製造された製品であることを証する書

類をその輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。

（参考）関税法基本通達

（外国の船舶の意義）

第2条の3 法第2条第1項第1号《輸入の定義》及び第3号（外国貨物の定義）にいう

「外国の船舶」とは，原則として外国の国籍を有する船舶をいうが，外国の国籍を有し

ない船舶であっても，外国人又は外国の法人によって裸用船されている場合等実質的に

○

○
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外国の国籍を有する船舶と同様に使用されていると認められるものは， これに含む。

（本邦の船舶の意義）

第2条の6 法第2条第1項第4号《内国貨物の定義》にいう「本邦の船舶」とは，原則

‘ として本邦の国籍を有する船舶をいうが，本邦の国籍を有しない船舶であっても，本邦

人又は本邦の法人によって裸用船されている場合等，実質的に本邦の国籍を有する船舶

と同様に使用されていると認められるものは， これに含む。

（本邦の船舶により公海で採捕された水産物の範囲）

第2条の7 法第2条第1項第4号《内国貨物の定義》にいう「本邦の船舶により公海で

採捕された水産物」には，その水産物を原料として本邦の船舶内で加工又は製造した製

品を含むものとする。

なお， これらの水産物又は製品が，外国の港において他の船舶に転載され， （単に荷

役の都合上一時陸揚げされた後転載される場合を含む。 ）本邦に運搬される場合は，そ

の転載の事実を農林水産大臣の転載許可指令書及び当該許可に基づく転載の届出書写

（水産庁担当官の確認印のあるもの）又は漁業許可書写によって確認のうえ，内国貨物

として取り扱う。

（参考） 関税定率法基本通達

（再輸入貨物の無条件免税）

第14条の16 法第14条第10号幅輸入貨物の無条件免税》の規定に関する用語の

意義及び取扱いについては，次による。

（3）本邦の出漁船舶により公海で採捕された水産物で，外国にある漁業基地に一旦陸揚

げされた後再輸入されるもの（陸揚後中継基地に運送され，その基地から輸入される

ものを含む。 ）については，次により本号を適用する。

イ本邦の出漁船舶による採捕の事実については，農林水産大臣の陸揚許可指令書写

及び当該許可に基づく陸揚げの届出書写（水産庁担当官の確認印のあるもの）又は

漁業許可書並びに現地官公署又は商業会議所の発給する採捕証明書により確認す

る。

ロ基地に陸揚げ後，運搬又は保存のための冷凍，冷凍のためのみの単純な裁割天

日による自然乾燥等程度の加工は，上記（2）本文にいう「さ細な加工」として取

り扱う。

ただし，煮熱乾燥（＜ん製を含む。 ）の程度以上の加工を加えたものについて

は，上記の加工の範囲を超えるものとして，本号の適用はない。この場合において

は，法第11条（加工又は修繕のため輸出された貨物の減税）の適用を妨げない。

（外国で採捕された水産物等の免税）

第14条の3－1 法第14条の3第1項《外国で採捕された水産物等の免税》の規定に

関する用語の意義及び取扱いについては，次による。

（1） 「本邦から出漁した」とは，当該船舶が，本邦の関税法域内に本拠に置き，当該法域

○

○
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内から出漁したことをいう。

なお，漁船法第9条（漁船の登録）の規定により漁船登録された船舶が本邦の関税

法域内から出漁してもっぱら冷凍加工等に従事する場合には， 「本邦から出漁した」

ものとして取り扱う。

（2） 「本邦の船舶」の意義については，関税法基本通達2－6 （本邦の船舶の意義）に

規定するところによる。

（3） 「外国で採捕された水産物」とは，外国の内水及び領海において捕かくされた魚介

類，海獣海藻その他の水産物をいう。

（4）本項の規定の適用にあっては，当該水産物又は製品を本邦の船舶で運送するかどう

か，及び外国に一たん陸揚げするかどうかを問わない。

（5）令第16条の5 （外国で採捕された水産物の免税の手続）に規定する書類は，次の

ものとする。

イ輸入貨物が本邦から出漁した本邦の船舶によって外国で採捕された水産物である

場合には，次に揚げる書類。ただし，下記（八）の掲げる書類は，当該水産物が他

の船舶に積み替えられ又は外国に陸揚げされた後本邦に運送されてくる場合に限る。

（イ）採捕水域，採捕期間，採捕船舶の名称及び登録番号，採捕船舶の船主並びに

運航者の住所及び氏名又は名称，採捕水産物の品名及び数量等を記載した適

宜の様式による採捕証明書で，採捕船団の船団長又は採捕船舶の船長が署名

押印したもの

（ロ）本邦の在外公館又は現地の外国の官公署若しくは商業会議所が発給する採捕

についての証明書（上記（イ）に規定する採捕証明書に， さらにこれらの機

関が確認印を押なつしたものでさしつかえない。 ）

（ハ）農林水産大臣の発給する陸揚等の指令書

口輸入貨物が本邦から出漁した本邦の船舶内において加工され又は製造された製品

である場合には，上記イに掲げる書類（ （ハ）に掲げる書類は，上記イのただし書

に該当する場合に限る。）のほか，加工又は製造（以下「加工等」という。）水域，

加工等の期間，加工等船舶の名称及び登録番号，加工等船舶の船主及び運航者の住

所及び氏名又は名称，加工等前の水産物の品名及び数量，製品（副産物を含む。 ）

の品名及び数量等を記載した適宜の様式による加工等証明書で，加工等船団の船団

長又は加工等船舶の船長が署名押印したもの。

なお，水産物の採捕及び当該水産物に対する加工等が同一の船団又は船舶によっ

て行われた場合には，上記イの（イ）に掲げる採捕証明書の記載事項と当該加工等

証明書の記載事項とをあわせ記載した証明書を提出させてさしつかえない。

（外国で採捕された水産物の加工製品の減税）

第14条の3－2 法第14条の3第2項《水産物加工製品の減税》の規定に関する用語

の意義及び取扱いについては，次による。

○

○
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（1） 「本邦から出漁した」及び「本邦の船舶」の用語の意義については，それぞれ前記

14の3－1の（1）及び（2）に規定するところによる。

（2） 「外国の船舶」とは，本邦の船舶以外の船舶をいう。

（3）本項の規定の適用に当たっては，当該水産物の加工製品を本邦の船舶で運送するか

どうか，及び外国にいったん陸揚げしたかどうかを問わない。

（4）規則第4条《水産物加工製品の指定》の規定に関する用語の意義及び取扱いについ

ては，次による。

イ 「水産物を冷凍したもの」とは，採捕された水産物を特別な加工を施さずに冷凍

したものをいい， これについては税関長の承認を要しないので留意する。

口同条に規定する税関長の承認の申請は， 「水産物加工製品についての承認申請書」

(T-1190) 2通〈原本，承諾書用）を，原則として加工又は製造前に，当該

承認申請に係る水産物加工製品の輸入地を所轄する税関官署に提出することにより

行わせ，承認したときは， うち1通（承認書用）に承認印を押なつして申請者に交

付する。

（5）令第16条の6第2項《水産物加工製品の減税額》の規定による関税の減税額の算

定は，次による。

イ従価税品に該当する製品の関税の額は，製品の加工又は製造前の加工又は製造に

要した費用を加えた価格を基礎として算出した価格に製品の関税率を乗じて得た額

とする。

ロ従価税品に該当する水産物が加工又は製造前の性質及び数量により輸入されるも

のとした場合における関税の額は,当該加工又は製造前の水産物について法第4条

から第4条の8まで綴税価格の計算方法》の規定に基づき算出した価格に当該水

産物の関税率を乗じて得た額とする。

なお， この場合について，加工又は製造に水産物以外の従価税品に該当する外国

貨物が使用されているときにおける「水産物が加工又は製造前の性質及び数量によ

り輸入されるものとした場合における関税の額」は，使用前の当該外国貨物につい

て法第4条から第4条の8までの規定に基づき算出した価格に当該外国貨物の関税

率を乗じて得た使用前の当該外国貨物の関税の額を含めた額とする。

ハ従量税品に該当する水産物又は水産物以外の外国貨物が使用されている場合にお

ける「水産物が加工又は製造前の性質及び数量により輸入されたものとした場合に

おける関税の額」は，加工又は製造に使用された水産物又は水産物以外の外国貨物

の全数量を課税標準として算出した関税の額とする。

（6）輸入申告の際に減税扱いを受けようとするときは，次の書類を提出させるものとす

る。

イ上記（4）のロによる水産物加工製品についての承認書

口令第16条の6第3項《水産物加工製品の減税の手続》の規定による「水産物加

○

、

､塁、"

○
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工製品減税明細書」 (T-1200) 1通（会計検査院に送付する必要がある場合

には，会計検査院用として1通を加える。 ）

ハ上記の14の3－1の（5）ロの規定に準じて作成した加工（又は製造）証明書

二本邦の在外公館又は現地の外国の官公署若しくは商業会議所によって発給された

当該加工又は製造についての証明書（上記ハの証明書に， これらの機関が確認印を

押なつしたものでも差し支えない。 ）ただし，当該証明書を取得することが困難で

あると認められる場合には，当該水産物の輸入取引に関する契約書その他税関長が

適当と認める書類（東京農林規格検査所の検査官が交付する加工又は製造について

の証明書を含む。 ）であっても差し支えない。

○

○
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(参考）領海等の関税法上の取扱いについて（抄）

蔵関第611号

昭52． 7． 1

領海法及び漁業水域に関する暫定措置法の施行に伴い，領海等の関税法上の取扱いを下

記のとおり定めたので，了知されたい。

記

1．領海に関する取扱い

○ （1） 関税法に規定されている「本邦」の一部を成しているとされる領海の範囲は，領海

法（昭和52年法律第30号）にいう領海の範囲とする。

（2） 関税法に規定されている「外国」の一部を成しているとされている領海の範囲は，

当該国の基線から12海里までの水域（注）とする。

ただし， 12海里未満の領海幅員を設定している国については，当該国の領海幅員

のみの水域を「外国」として取り扱うこととする。

（注） 12海里超の領海幅員を主張している国であっても，当該の領海の範囲は，そ

の基線から12海里の水域とするが，実務上は，我が国の船舶が採捕した水産

物が関税定率法基本通達14の3－1（外国で採捕した水産物等の免税)の（5）

に規定する書類により12海里以内の水域で採捕されたものであることが明確

に確認できる場合にのみ，当該水産物を「外国」で採捕されたもの，つまり，

「外国貨物」として取り扱い，それ以外の場合には便宜｢公海で採されたもの」

つまり， 「内国貨物」として取り扱うこととする。

○ 2．漁業専管水域に関する取扱い

「漁業専管水域」については，関税法上， 「公海」として取り扱うこととする。

なお， この取扱は，仮に各国の漁業専管水域又はこれに相当する水域の設定，実施の方

法に相違がある場合であっても同様とする。

3． 輻島水域に関する:F扱い

「群島水域」については，関税法上，各島ごとに12海里の水域のみを「外国」として

取り扱うこととする。

9



(参考） 外国の法人等に用船された本邦籍船舶及び当該

船舶により採捕された水産物の取扱いについて

蔵関第1401号

昭54． 10． 24

外国の漁業専管水域内における安全操業を確保するためやむを得ず外国人又は外国の法

人（以下「外国の法人等」という。 ）に用船された本邦籍船舶の内外区分の認定法及び当

該船舶により採捕された水産物の本邦への引取りの際の取扱いを下記のとおり定め，昭和

55年1月1日から実施することとしたので，了知されたい。

なお，本邦の法人に用船された外国籍船舶の内外区分の認定方法等についても下記に準

じて取扱うこととされたい。

記

○

1． 詣船された船舶の取扱い

(1)外国の漁業専管水域内における安全操業等を確保するためやむを得ず外国法人等に

用船された本邦籍船舶が,次の要件のすべてを満たすものである場合には，関税法基

本通達2－6 （本邦の船舶の意調に規定する「本邦の船舶」に含まれるものとして

取扱う。

（要件）

イ当該船舶による操業船舶の管理,運搬を含む｡）の実質的な責任者が本邦人(又

は法人）であること。

ロ当該操業に関する経済的リスクの実質的負担者が本邦人(又は法人)であること。

ハ上記イ及びロに該当するものであることについて，水産庁長官の証明がなされた

ものであること。

（2）船舶の確認

上記要件を満たす船舶であることの確認は，原則として，水産庁長官の発給する証明

（別紙様式）又はその写しにより行うものとする。

‐

○

前臺已j;八舶により採囲:された水産物の通関等の際の取扱い

前記船舶が採捕した水産物の輸入通関等の際の取扱いは，次による。

1）公海で採捕された水産物の場合

イ外国の漁業基地等に陸揚げされず直接本邦に引き車られるもの及び他の船舶に直接
積み替えられ本邦に引き取られるもの。

本邦に引き取られる際に，監視部門において前記1の（2）による確認のほか次に

よる確認（ただし，直接本邦に引き取られるものであるときは， （イ）及び（ロ）に

ついての確認）を行い，内国貨物として引き取りを認めるものとする。

10



Q

）

（イ）関税定率法基本通達14の3－1（外国で採用された水産物等の免税)の（5）

のイの（イ）にいう船長等の採捕証明書による確認

（ロ）採捕水産物の漁労日誌又はその写しによる公海上で採捕されたものであること

の確認

（ハ）採捕船舶の船長等と運搬船の船長との間の受け渡しを証する書類確認

ロ外国の漁業基地等に陸揚げされた後再輸入されるもの

採捕された水産物等が外国の漁業基地等に陸揚げされる場合には，当該水産物を採

捕した船舶の船長等による採捕を証する電信文等を船主から提出され，輸出申告を行

わせることとし，当該水産物が再輸入される際には，前記1の（2）による確認のほ

か次による確認を行った後，関税定率法第14条第10号《再輸入貨物の無条件免税》

の規定を適用するものとする。

なお，当該水産物について陸揚げ後加工が行われた場合には，関税定率法基本通達

14＝16 〈再輸入貨物の無条件免税）の（3）のロにより免税の可否を決定する。

（イ）再輸入される水産物に係る輸出許可書の確認

（ロ） 上記イの（イ）及び（ロ）による確認

（ハ） 関税定率法基本通達14の3－1の（5）のイの（口）にいう在外公館等の

採捕証明書の確認

○

（2）外国の領海内で採捕された水産物の場合

イ前記船舶により外国の領海内で採捕された水産物については，関税定率法第14条

の3第1項《外国で採捕された水産物の免税》の規定を適用するものとする。この場

合において外国の領海であるか否かの認定については， 「領海等の関税法上の取扱い

について」 （昭和52年7月1日付蔵関第611号）に定めるところによる。

p上記イの適用に当たっては，前記1の（2）による確認のほか，関税定率法基本通

達14の3－1に定める取扱いによることとなるが， この場合においては，同通達1

4の3－1の（5）のイの（八）に定められた陸揚げ等の司令書の提出は要しないも

のとする。

ハ上記水産物が外国の漁業基地等に陸揚げ後加工された場合には，関税定率法基本通

達14－16の3の（ロ）の規定に準じて免税の可否を決定する。

○
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〔採捕証明〕

採捕証明願

在 総領事

殿氏名

年 月 日

下記のものは本邦出漁船舶により採捕された水産物であることを証明して下さい。

記号および番号： （漁船上で加工のうえ包装した場合に記入。其他は「なし」と記入）

品 名： （魚類の名称）

包 装： （包装されてない場合は「ばら積」 と記入）

数 量：

価 格：

採捕された水域： （公海か外国の領海かを明瞭に記入）

採捕船名およびその国籍：

日本への運搬船名： （採捕漁船より他の船舶に積替えて日本へ運送する場合に記入）

外国の港での陸揚げの有無：

参考事項：ｊ

ｌ
〃
、
』
、
』
、
』
、
』
、
』
、
』
１
″
、
』
０

１
２
３
４
５
６
７
８
９
１

く
く
く
く
く
く
Ｉ
ｌ
く
く

○

、

ー

申請人 所属船舶名または現住所

④氏名

○

証第 号

上記のとおり証明します。

年 月 日

』
’
１
０
１
１
１
１
１
１
０
１
１
１
１
一

一

一
一
一
一
一
一

》
・
印一
一
一
一
公
｝

一

一
一

一

一
一

一
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
０
ｏ
０
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
一

一一一一一一一一一一【一一一一一一一一一一

在
一

(手数料 ）



【

〕

加工証明願

年 月 日

総領事在

氏名 殿

下記のものは本邦出漁船舶により加工された水産物であることを証明して下さい。

（1）加工前の水産物の品名：

（2）同水産物の数量：

（3）加工後の製品名：

（4）同製品の数量：

（5）加工の内容：

（6）加工又は製造水域：

（7）加工又は製造期間：

（8）加工又は製造船舶名及び登録番号：

（9）加工又は製造船舶の船主の住所氏名（名称） ：

(Io)加工又は製造船舶の運行者の住所氏名（名称) :

○

③申請人住所氏名

証第 号

上記のとおり証明します。

年 月 日

○
在

F一一ｰ一一一一ーーｰーーー
1

1
1

0
1

8
0

1
1

1
1

－－．.一一一一一一.．－－一一一一一一一‘ﾛ．ー－－0
公印 ！I

I
l

c I
l

l
l

O
I

r
l

I
L－－－■■■－－1■■■－－－－－－

(手数料 ）
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その他の30号証明

○

○

政Ⅱ－28 〔政Ⅱ(追4)29〕

内 容 30号証明のうち，特定の証明形式が定められていないもので，公館が
確認した事実について証明する。外国文， 日本文いずれでも取扱う 0

使用目的 在留邦人の利益保護のため公館長力辮に必要と判断したものに限る。

条 件 (1)提出先及び使用目的が明らかであること。

(2)真にやむを得ない事情があること。

(3)公文書等で証明事項を立証できること(公証人法施行規則第13条①の

規定力参考となる)(注6)。

(4)本人が公館に出頭して申請すること。

(5)申請人は日本人に限る。

必要書類 (1)本人を確認できる公文書(旅券，現地官憲発行の写真付身分証明書

自動車運転免許証等） ⑥

(2)証明事項を立証する公文書等

’

形 式 一定の形式はない。

注意事項 (1)事実さえ確認できれば何でもよいと言うものでなく， この証明を安
易に取扱ってはならない。

(2)外国文による証明の場合は必ず公館長力曙名して発給する。

(3)仏教徒である旨等個人の信仰，心情意思等に関する証明を取扱っ

てはならない。

(4)現地事情により同一形式の30号証明を恒常的に取扱うようになった

場合は，公館で同事情に見合う一定書式を作成し，現地事情，使用目
的，提出先，取扱件数等を本省に報告し，代理署名の特例許可を稟請

し本省の許可を得るとよい。

(5)公館の証明として取り扱わないもの(事例集参照)。

日本へ帰国義務のない旨の証明． ・報道関係者(記者)の証明

･プラント輸出又は役務の提供に関する証明 ・;韻の乗船歴証明

海外派遣専門家等の共済給付に関する証明

･国民年金裁定請求書等の添付書類記載内容証明

(6)証書の作成・認証に疑いある場合の処置

第13条の①公証人は，法律行為につき証書を作成し，又は認証を与え

る場合に，その法律行為が有効であるかどうか，当事者力湘当の考慮
をしたかどうか又はその法律行為をする能力があるかどうかについて

疑があるときは，関係人に注意をし，且つ，その者に必要な説明をざ
せなければならない。

②公証人が法律行為でない事実について証書を作成する場合に，その
事実により影響を受けるべき私権の関係について疑があるときも，前

項と同様とする。



RequeStfOrCertificate㎡Resiaency.

Date: ／ ／

NameofPensionRecipient:

PresentAddress:

DateofBirth:

AddreSs:

(seal)

I

○○ AsrequiredfOrthereasonstatedbelow,Iherebyrequest

certificationofthefactthatlampresentlyresidingattheabove

statedaddress.

ReasonfOrrequest:Toobtainpensionpayments

Pensioncertificatenumber

Symbol: Number:

CertificateOfReSidency

○○
Iherebycertinrthatthepersonstatedaboveisresidingattheabove

address.

Date: / /

CertifyingOHicial: (seaD

〔政Ⅱ(追4)30〕 政Ⅱ－29



（参考）

To:PensionRecipients

SubmissionofPensionRecipient'sStatusReport
甲 ◆

ThepurposeofthePensionRecipient'sStatusReportistoconarmwhetherornotpersons
currentlyreceMngpensionspaymentscancontinuetoreceivesuchpaymen鱈.Itmustbe
submittedeachyeartotheSocialInsuranceAgencybyiilelastdayofthemonthinwhichthe

recipient'sbirthdayfans,andincludethecertiacationofthemayorofthecity,townorvmage
inwhichyOureside.

Pensionrecipients伽tresidinginJapanarereqlliredtomintlleirnameandaddressonthe

enClosedpostcardfOrmentiiled"ReportofStatusofRecipientsofNationalPensions,Welfare
AnnuityhsuranceorSemlen'slnsurance,''afExtheirseal(signaturemthecasewhereseals
arenotusedintherecipient'scounnfyofoligin),and,afterobtainingcertmcationbyone㎡tile
methodsdescribedbelcw,submitthereportbythelastdayofthemonthinWhichtheir

birthdayalls.

l. ObtainaCertifcateofResidencyfromtheconsulategeneralorotlleroverseasdiplomatic

estabnshmentbandsubmitittogetherwitlltheprOperlycompletedandsealedstatus

report.

2. Submittheproperlycompletedandsealedstatusreportafterithasbeencertinedbythe
mayorofthecitybtOwnorvinageinwhichyOureside(anextractofyourfamilyregister
issuedafterthemontilinwhichyourbirthdayfallsmaybeappendedinplaceoftlle

mayor'scertincatiorl).

○○

submitone㎡ihefOUowingdoCumentsmgetherwiththeyouarenotaJaanesecitizen3．

prOperlycompletedandsealedstatusreport(asignaturemaybeusedwhensealsarenot
usedinillerecipient'sco叩廿yOforigin):

(1)Ifyouareacitizenofthecountryinwhichyouarecurrentlyresidingincludea
documentissuedbyagovemmentofaceorsi皿laragency㎡thecountryinWimChyou

areresidingcertiWingthatyouarenotdeceased.

(2)Ifyouarenotacitizenofthecountryinwhichyouareresidingbmcludethe
cermcationoftheconsulorconsularagentofyourcounby㎡citizensbipwhohas

iurisdictionovertheareamwhichyouareresiding.

(Theenciosedmrmentitled"ReqUestmrCertification㎡Residency''maybe鵬edto
obtaintllecertifcatiOnsdescribedmm(I)and(2)above.）

○

ntllestatuslepQrtisnotproperlysubmittedIJytlledeadline,your_pensionpaymentsmaybe
temDorarilvsusDended.

PersonsresidngincountriesinwhichKaniiisusedshouldall.mtheirnameandaddress

bothinKanjiandintheRomanalphabetwhensubmittingtheabovePensionRecipient's
StamsReport.

＊

Sendreportto:
TheSocialInsuranceAgency

PensionlnsuranceDepartment
SecondPensionRecords

andAssessmentDMsion,

5-24hTakaidoNiShi3-chOme,

SuginamiPku,Tokybol68

〔政Ⅱ(追4)31]政Ⅱ－30


